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学生及び保護者の皆様へ 

 

徳島大学長 

野 地 澄 晴 

 

 

令和２年度の授業実施にあたって（５月１５日更新） 

 

 

令和２年５月１２日に更新しました通知内容を、下記のとおり更新します。 

※下記のうち下線部分は、令和２年５月１２日付け通知からの変更箇所 

  
新型コロナウイルスの感染防止を図るため、Web 環境を用いた遠隔授業を導入することとしましたが、

遠隔授業の全学的な導入は本学としても初めてであり、対処の方法が確立している訳ではありません。 

本学では、学生、教職員が協力し、様々な工夫を行いながら、この難局を乗り越えていきたいと思ってい

ます。 

学生の皆様の勉学の機会を幅広く確保するためには、皆様のネット接続環境が十分に整わない段階で

も、様々な試行を行うこととなりますが、そうした状況においても不公平が生じないよう、事後対応も含

め、大学として十分な対策を講じることとしています。 

緊急事態宣言の一部解除及び徳島県の感染者数の状況を踏まえ、ＢＣＰは「レベル１」に引き下げます

が、引き続き感染対策に留意し、でき得る限りの対応を行って参りたいと存じますので、学生及び保護者

の皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

今後も状況を確認しながら対応を判断し、変更する場合は改めて通知します。 

 

 

記 

 

◆対象期間 令和２年５月３１日（日）まで 

 

１．授業等について 

 対面授業は，５月１２日付の通知のとおり，次により段階的に実施します。 

(1) 授業は、５月３１日（日）までは遠隔授業等(※)で実施することが可能な科目のみに限定します。

各担当教員から授業の履修方法等について教務システムやメール等で連絡していますので、指示に

従ってください。 

また、６月１日（月）以降は、感染防止対策を徹底した上で対面授業を実施し、遠隔授業等も併用

します。 

※「遠隔授業等」とは、Web 環境を活用した Teams、Zoom、ライブ配信システム、manaba等による教材配

付、課題提出等、対面によらない全ての授業形態を指す。 

 

(2) ５月２１日（木）以降は、国家資格の受験関連科目等で遠隔授業等の実施が困難な科目及び卒業要

件に必要な実験・実習等（卒業研究を含む）については、十分な感染防止対策を講じた上での実施が

認められます。 



 

(3) ネット環境が十分でない学生に向けて、Web 環境と感染防止対策が整った教室を確保しています。 

 詳しくは HP 掲載「感染防止対策済の無線ＬＡＮ・ＰＣ環境エリア」をご覧ください。 

 

２．授業実施に当たっての注意事項 

(1) 全ての学生（新入生及び在学生）について、５月３１日（日）までの間に，やむを得ず徳島県以外

の都道府県に移動する場合は、必ず学務担当係へ連絡してください。また，移動の旅程に変更があっ

た場合は，再び徳島県内に戻った後，速やかに学務担当係へ連絡してください。 

なお，上記により、緊急事態宣言の対象地域（※）に移動した場合は、その理由の如何に関わらず、

再び徳島県内に戻って以降、１４日間の自宅待機による体調確認期間を確保します。 

５月３１日（日）までの間は、帰省等による県外への移動や不要不急の外出を避けるとともに、３

つの密（密閉、密集、密接）を徹底的に回避し、検温等による健康管理に努めてください。なお、徳

島県からは、引き続き都道府県をまたいだ不要不急の移動自粛要請の方針が示されています。 

 

※緊急事態宣言の対象地域：北海道，東京，埼玉，千葉，神奈川，大阪，兵庫、京都の８都道府県 

 

 (2) ５月３１日（日）までの間に体調不良等がある場合は、必ず各学部学務担当係へ連絡するとともに、

「新型コロナウイルスに関する措置（学生版）」に従って対応してください。    

 

(3) 体調確認期間の確保や感染等の理由により、遠隔授業等や対面授業に出席できない学生について

は欠席扱いとはせず、欠席回数分の補講や課題提出、録画した授業を視聴させる等の代替措置を行

い、学生の単位取得に影響が出ないようにしますので、各学部学務担当係へ連絡してください。 

 

(4) 授業等に関する大学からの通知は原則「学生用教務システム」からとしますので、教務システム上

の学籍情報から、電話番号、携帯番号、メールアドレスを入力又は確認・更新するようお願いします。 

以上 

 

【各部局問合せ先】 

（常三島キャンパス） 

 総合科学部･総合科学教育部･創成科学研究科(地域創成専攻･臨床心理学専攻)   学務係    088-656-7108 

 理工学部･先端技術科学教育部･創成科学研究科(理工学専攻)                     学務係    088-656-7315 

 生物資源産業学部･創成科学研究科(生物資源学専攻)                            学務係    088-656-8021 

（蔵本キャンパス） 

 医学部医学科･医科栄養学科･医科学教育部･栄養生命科学教育部                  学生係    088-633-7982 

 医学部保健学科･保健科学教育部                                                     088-633-7030 

 歯学部･口腔科学教育部                           学務係    088-633-7310 

 薬学部･薬科学教育部                            学務係    088-633-7247 



R2.5.15

発熱等の風邪症状がある

「かかりつけ医」や

近くの「医療機関」の

指示に従い受診する

受診目安を満たす（別添）

帰国者・接触者相談セン

ター（保健所）に相談す

る
TEL 088-602-8907

yes

yes

新型コロナウイルスへ

の感染が疑われる

no

新型コロナウイルス

への感染が疑われる

no

PCR検査を実施した

PCR検査の結果

yes

陽性

新型コロナウイルスに関する措置（学⽣⽤）

出席停止

（補講等，代替措置）
・医師の診断書を提出

・出席停止期間は保健

所の指示に従う

「風邪の症状はないが，緊急事態

宣言の対象地域（※）へ移動した」

yes yes

自宅待機

（補講等，代替措置）

14日間自宅で待機して

健康管理（毎日検温

など）を行う

yes

yes

陰性

海外渡航歴がない場合（渡航歴がある場合は右上）

自宅待機期間中に

発熱等の風邪症状が

発現した

左上の「発熱等の風邪

症状がある」へ戻る

通常どおり

登校

nono

（常三島キャンパス）

総合科学部・総合科学教育部・創成科学研究科（地域創成専攻・臨床心理学専

攻）

理工学部・先端技術科学教育部・創成科学研究科（理工学専攻）

生物資源産業学部・創成科学研究科（生物資源学専攻）

（蔵本キャンパス）

医学部医学科・医科栄養学科・医科学教育部・栄養生命科学教育部・

医学部保健学科・保健科学教育部

歯学部・口腔科学教育部

薬学部・薬科学教育部

学務係 088-656-7108

学務係 088-656-7315

学務係 088-656-8021

学生係 088-633-7982

088-633-7030

学務係 088-633-7310

学務係 088-633-7247

キャンパスライフ健康支援

センターに相談する
相談窓口 TEL 088-656-7289

（平日 8:30～17:15）

不安・心配 不安・心配

不安・心配

出席可能
発熱等の風邪症状が完全に消失

※リスクに応じて自宅待機となる可能性も有り

自宅待機（補講等，代替措置）
・37度以上37.5度未満の場合でも，平熱より高いと判断される

場合は，発熱と考えて解熱後２日を経過するまで自宅待機

・37.5度以上の発熱があった場合は，解熱後2日を経過するま

では自宅待機

・38度以上の発熱があった場合は，その翌日から5日を経過し，

かつ解熱した後2日を経過するまでは自宅待機

PCR検査後，１４日以内に発熱

等の風邪症状が発現した

左上の「帰国者・接触者相談セン

ター（保健所）に相談する」へ戻る

yes

連絡

連絡

※緊急事態宣言の対象地域：

北海道，東京，埼玉，千葉，

神奈川，大阪，兵庫，京都



徳島県の対応方針

～新型コロナウイルス感染症にいての相談、検査や治療の流れ～

令和２年３月５日版

相談
帰国者・接触者相談

センター
（6か所）

感
染
が
疑
わ

れ
な
い
場
合

感染が疑われる
場合

「帰国者・接触者外来」と受診調整

①疑似症の発生届提出、入院勧告、
検体採取

②保健所が検体搬送し、保健製薬
環境センターでPCR検査を実施

③PCR検査で陽性確定、感染症指定
医療機関にて、入院治療

ＰＣＲ検査で「陽性反応」の結果が出た場合、入院治療

感染症指定医療機関の感染症病床、結核病床、一般病床に加え、

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の対応
～新型コロナウイルス感染症についての相談、検査や治療の流れ～

相談

･入院を要する肺炎が疑われる
･医師が総合的に判断した
結果、感染を疑う。

「かかりつけ医」や
お近くの「医療機関」の指示
に従い、マスクを着用し、受診。

帰国者・接触者外来

感染を
疑わない場合

感染が疑わ
れる場合

徳島県健康づくり課感染症･疾病対策室

少なくとも、以下のいずれかに該当する
場合はすぐに御相談ください。
（これらに該当しなくても相談可）

･息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い
症状のいずれかがある。
・重症化しやすい方(高齢者,基礎疾患のあ
る方等)で、比較的軽い風邪症状がある。
・上記以外で、比較的軽い風邪症状が続く。
（症状が4日以上続く場合は必ず相談）

※妊婦の方については、念のため、重症
化しやすい方と同様に、早めに相談

【検査対象者】
①発熱(37.5度以上)または呼吸器症状 かつ 新型コロナ
ウイルス感染症であることが確定していた者と濃厚接触
がある。
②発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状 かつ 発症二週間以
内に、流行地域に渡航又は居住していた又は流行地域に
渡航又は居住していた者と濃厚接触歴がある。
③発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状 かつ 入院を要する
肺炎が疑われる。
④医師が総合的に判断した結果，新型コロナウイルス感染
症を疑う。
※流行地域については、厚生労働省のホームページで御確認ください。

一般病院における一般病床も含めて「11病院・130床」を確保

相談

【令和２年５月８日版】




